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パブリックコメントを実施します

母子父子寡婦福祉資金の貸付制度は、母子家庭および父子家庭ならびに寡婦の経済的自立と生活意欲の助長を図り、

あわせて児童の福祉を推進することを目的として、修学資金をはじめとした貸付制度です。

対 象 者 母子家庭の母および父子家庭の父が扶養する児童

寡婦が扶養する子

父母のない20歳未満の児童

申請・相談窓口 各圏域の県事務所福祉課

貸 付 要 件 原則として連帯保証人１人

（別世帯の親族か親類等で、保証能力のある人）

償 還 期 間 10年以内（専修学校の一般課程、修業施設は５年以内）

※卒業後一定据置期間を経過した後、償還が始まります。

償 還 方 法 修 学 資 金・・・半年賦

就学支度資金・・・年賦

留 意 事 項 申請には申請者・児童・連帯保証人おのおのと面談が必要です。

貸付には審査会があるので、申請から貸付までに最低２カ月かかります。

母子父子寡婦福祉資金貸付金（修学資金・就学支度資金）の申請について

問西濃県事務所 �73―1111

子ども課 �32―5078

■案件の名称

第３次養老町障がい者プラン（令和３年度～令和５年度）

■意見の募集期間

２月１日（月）～３月３日（水）

■意見を提出できる人

本町に居住、勤務または在学する人など

※詳細は、町ホームページまたは、町役場健康福祉

課窓口で閲覧できます。

問健康福祉課 �32―1105

■案件の名称

第３次養老町地域福祉計画（令和３年度～令和８年度）

■意見の募集期間

２月１日（月）～３月３日（水）

■意見を提出できる人

本町に居住、勤務または在学する人など

※詳細は、町ホームページまたは、町役場健康福祉

課窓口で閲覧できます。


